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衆
議
院
議
員
新
村
勝
雄
君
提
出
教
職
員
の
二
重
籍
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

前
同
志
社
大
学
教
授
木
田
武
佳
氏
は
、
昭
和
六
十
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
六
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の 

 

間
、
同
志
社
大
学
に
お
い
て
文
学
部
教
授
、
ま
た
、
聖
隷
学
園
聖
泉
短
期
大
学
に
お
い
て
英
語
科
教
授
兼
英
語 

 

科
長
と
し
て
両
大
学
に
在
職
し
、
両
大
学
か
ら
俸
給
を
受
け
て
い
た
も
の
と
承
知
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
各 

 

学
校
法
人
に
お
け
る
教
員
の
処
遇
の
問
題
で
あ
り
、
各
学
校
法
人
に
お
い
て
適
切
に
取
り
扱
う
べ
き
も
の
と
考 

 

え
る
。 

二
に
つ
い
て 

私
立
大
学
等
経
常
費
補
助
金
に
つ
い
て
は
、
前
年
度
の
十
二
月
三
十
一
日
現
在
の
専
任
教
員
等
の
数
を
基
礎 

 

と
し
て
算
定
す
る
こ
と
と
な
つ
て
お
り
、
昭
和
六
十
一
年
度
の
同
志
社
大
学
に
係
る
当
該
補
助
金
の
算
定
に
当 

 



た
つ
て
は
、
木
田
武
佳
氏
を
そ
の
基
礎
に
算
入
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

な
お
、
昭
和
六
十
一
年
度
に
お
い
て
は
、
聖
隷
学
園
聖
泉
短
期
大
学
に
つ
い
て
は
、
設
置
後
学
校
教
育
法
に 

 

定
め
る
修
業
年
限
に
相
当
す
る
年
数
を
経
過
し
て
い
な
か
つ
た
の
で
、
当
該
補
助
金
は
交
付
し
て
い
な
い
。 
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